
一般の売買契約書等 

 

 

※「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成 30年 3月 31日までに作成されるも 

のについては、契約書の作成年月日により、下記のとおり税額が軽減されています。 

 

＜平成 26年 3月 31日まで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 26年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで＞ 

 


